
経理WOMANの仕事は本当に幅が広いもの。本来の仕事である
経理業務だけでなく、総務・人事・社会保険と種々様々です。
しかも、それらの事務は、ミスが出たとき「ゴメンナサイ」では

済まされません。

経理の仕事って幅広い!

しかし経理ほど面白い仕事はありません。仕事を通じて税金や
社会保険など、さまざまな専門知識を身につけることができます。

経理は会社のコントロールタワーなのです！

いろいろな知識が必
要とされる仕事。や

りがいのある仕事。

そんな経理のレベル
アップを目指すため

の専門誌が「月刊経
理WOMAN」です。

創刊から27年。全国
4万人の経理ご担当

者にご愛読いただい
ています。

あなたも「月刊経理
WOMAN」の仲間に

なりませんか？

経理のレベルアップを
図りませんか？

でも経理って面白い!

残暑の日差しが照りつける中、向日葵が空を仰いでいます。皆さん、こんにちは。
「月刊経理WOMAN」編集部の横田麻美です。皆さん毎日経理のお仕事で忙しくされていることと
思います。実は私の母も中小企業で経理の仕事をしていたので、その忙しさはよく分かります。
経理事務はもちろんのこと、社会保険の手続きから給与計算まで、中小企業の経理ご担当者は
大変ですよね。
そんな皆さんに絶対オススメの雑誌が、「月刊経理WOMAN」です。税務・社会保険の法定事務は
もちろん、経理ご担当者が知っておきたい実務知識をどこよりも分かりやすく解説しています。さら
に有名人の「金銭哲学」や映画情報、オススメ本など、楽しく読める記事も満載！　この機会にぜひ
読んでみてくださいね！！（もちろん男性の経理ご担当者にもお役立ていただけます）

■特集■

いま年間購読をお申し込みの
皆さまに最新号(2023年9月号)を
 無料贈呈  させていただきます！！

最新号(2023年9月号)ではこんな記事が掲載されています！

■2023年9月号のその他の掲載記事■

◎もう一度確認しておきたい「社員旅行」にまつわる税務の留意点
◎「遺言書」にまつわる法律知識が理解できるＱ＆Ａ
◎「社会保険料の会社負担」を減らすためのアノ手コノ手教えます
◎「人づき合い」で躓かないための５つの鉄則集
◎思わずコインを入れたくなる「ユニーク貯金箱」図鑑
◎有名人が語る「わたしの金銭哲学」(ふせえりさん)
●創刊：1996年4月　●体裁：Ａ5判、縦組、116ページ　●発行日：毎月20日
●年間購読料：11,100円（12冊分／1冊当たり925円／税・送料込）

保存の方法から特例措置の内容
端数処理までまとめて教えます!! 

「インボイス制度」の
疑問が
氷解する１５Ｑ１５Ａ

編集担 当 者 からの ご 挨 拶

差出人/返還先
株式会社 イムラ
東京メーリングセンター
〒196‐0032
東京都昭島市郷地町3‐7‐1

料金後納

ゆうメール
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「インボイス制度」の疑問が
氷解する１５Ｑ１５Ａ

算
を
採
用
す
る
と
き
に
は
、
仕
入
税
額
も
積

上
げ
計
算
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
前

ペ
ー
ジ
図
表
２
）。

仕
入
税
額
は
積
上
げ
計
算
が
原
則
で
す
。

仕
入
税
額
の
積
上
げ
計
算
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス

に
記
載
さ
れ
て
い
る
消
費
税
額
等
の
う
ち
課

税
仕
入
れ
に
係
る
部
分
の
金
額
の
合
計
額
に

１
０
０
分
の
78
を
乗
じ
て
仕
入
税
額
を
算
出

し
ま
す
。

特
例
で
あ
る
割
戻
し
計
算
は
、
税
率
ご
と

に
区
分
し
た
課
税
期
間
中
の
課
税
仕
入
れ
に

係
る
支
払
対
価
の
額
の
合
計
額
に
、
１
０
８

分
の
６
・
24
又
は
１
１
０
分
の
７
・
８
を
乗

じ
て
算
出
し
た
金
額
を
仕
入
税
額
と
す
る
計

算
方
法
で
す
（
前
ペ
ー
ジ
図
表
３
）。

上
記
の
う
ち
、
ど
の
方
法
が
良
い
の
か
は

会
社
の
事
情
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
経
理

の
業
務
フ
ロ
ー
な
ど
も
考
慮
し
な
が
ら
、
上

司
や
顧
問
税
理
士
と
相
談
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。

事
務
所
家
賃
な
ど
口
座
振
替
の
取
引
で

イ
ン
ボ
イ
ス
が
受
け
取
れ
な
い
場
合
は

ど
う
な
り
ま
す
か
？

事
務
所
の
家
賃
や
サ
ブ
ス
ク
、
税
理
士
の

顧
問
料
な
ど
の
よ
う
に
、
契
約
を
締
結
し
た

後
、
口
座
振
替
に
よ
り
代
金
が
支
払
わ
れ
、

毎
月
請
求
書
や
領
収
書
が
送
ら
れ
て
く
る
も

の
で
は
な
い
取
引
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
取
引
で
あ
っ
て
も
、
仕
入
税
額
控
除
を
受

け
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
イ
ン
ボ
イ
ス

の
保
存
が
必
要
で
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
に
つ
い
て
は
、
毎
月
で
は
な

く
、
一
定
期
間
の
取
引
を
ま
と
め
て
交
付
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
よ
っ
て
、
事
務
所
家

賃
で
あ
れ
ば
、
貸
主
に
一
定
期
間
の
家
賃
に

つ
い
て
の
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
を
受
け
て
、

保
存
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に
は
、
①
発
行
者
の

氏
名
又
は
名
称
、
②
交
付
を
受
け
る
者
の
氏

名
又
は
名
称
、
③
取
引
年
月
日
、
④
取
引
内

容
、
⑤
税
率
ご
と
に
合
計
し
た
対
価
の
額
、

⑥
軽
減
税
率
で
あ
る
旨
、
⑦
税
率
ご
と
の
消

費
税
額
及
び
適
用
税
率
、
⑧
登
録
番
号
の
記

載
が
必
要
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
、
一
つ
の
書

類
で
す
べ
て
が
記
載
さ
れ
て
い
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
複
数
の
書
類
を
合
わ
せ
て
記
載

事
項
を
満
た
せ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
書
類
全
体

で
イ
ン
ボ
イ
ス
の
記
載
事
項
を
満
た
す
こ
と

に
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
事
務
所
の
家
賃
で
は
、
毎
月
の

請
求
書
や
領
収
書
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
契
約

締
結
時
の
契
約
書
、
口
座
振
替
時
の
通
帳
の

記
録
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
契
約
書
に

①
、
②
、
④
、
⑤
、
⑥
、
⑦
、
⑧
の
記
載
し
、

通
帳
を
保
存
す
る
こ
と
（
③
）
で
、
イ
ン
ボ

イ
ス
の
仕
入
税
額
控
除
の
要
件
を
満
た
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
契
約
書
の
例
だ
け
で
は
な
く
、
請
求

書
と
納
品
書
で
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
記
載
事
項

を
満
た
す
こ
と
も
可
能
で
す
。

読
者
の
皆
さ
ん
は
、
複
数
の
書
類
で
イ
ン

ボ
イ
ス
の
記
載
事
項
を
満
た
す
か
ど
う
か
の

確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
令
和
５
年

９
月
30
日
以
前
に
締
結
を
し
た
契
約
書
に
は

登
録
番
号
等
の
記
載
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
、
別
途
、
登
録
番
号
等
を
記
載
し
た
通

知
な
ど
を
受
け
、
保
存
す
る
な
ど
の
検
討
も

す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

図表４　インボイスに関連した消
費税の端数処理

【例①：税抜金額を基に消費税額
を計算する場合・認められる例】

【例②：税抜金額を基に消費税額
を計算する場合・認められない例

】

請求書 ◯年11月30日
㈱△△　
（T123…）

取引年月日

11/2

11/2

11/15

11/15

品名

８％対象計

10％対象計

トマト　 ※

ピーマン ※

花

肥料

数量

83

197

57

57

単価

167

67

77

417

税抜金額

13,861

13,199

 4,389

23,769

27,060

28,158

消費税額

（注）─

─

─

─

2,164

2,815

【例③：税込金額を基に消費税額
を計算する場合・認められる例】

請求書 ◯年11月30日
㈱△△　
（T123…）

取引年月日

11/2

11/2

11/15

11/15

品名

８％対象計（内税）

10％対象計（内税）

トマト　 ※

ピーマン ※

花

肥料

数量

83

197

57

57

単価

167

67

77

417

税抜金額

13,861

13,199

 4,389

23,769

消費税額

1,108

1,055

  438

2,376

29,223

30,972

消費税額

14,969

14,254

 4,827

26,145

2,164

2,815

取引年月日

11/2

11/2

11/15

11/15

品名

８％対象計

10％対象計

トマト　 ※

ピーマン ※

花

肥料

数量

83

197

57

57

単価

167

67

77

417

税抜金額

13,861

13,199

 4,389

23,769

27,060

28,158

消費税額

1,108

1,055

  438

2,376

2,163

2,814

※個々の商品ごとの消費税額を参
考として記載することは、差

し支えありません。

合
算

合
算

×

×

請求金額（税込）60,195円
※は軽減税率対象

◯◯㈱ 御中

◯◯㈱ 御中
請求金額（税込）60,197円
※は軽減税率対象

行
ご
と
に
端
数
処
理

端
数
処
理
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「月刊経理WOMAN」２０２3年9月号には
こんな記事が掲載されています！

保存の方法から特例措置の内容 端数処理までまとめて教えます！！特集

インボイス制度では、売手である登録事業者は、買手である取引相手から適格請求書を求められたときには、適格
請求書を交付しなければならず、また、交付をした適格請求書の写しを保存しておく必要があります。そして、買手は、
消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、売手である登録事業者から交付を受けた適格請求書の
保存等が必要になります。したがってインボイス制度への対応は、自社が売手の立場にあるか、買手の立場にあるか
に分けて検討する必要があります。本特集も、自社が売手の立場の場合、買手の立場の場合をイメージしながら読み
進めてみてください。なおquestionでは、下記のような項目が取り上げられています(一部抜粋)。

皆さん、こんにちは。編集長の天野恵実子です。今回のＤＭをご覧いただいてありがとう
ございます。本誌「月刊経理WOMAN」の創刊は今から27年前の1996年4月のことで
す。以前私は別な出版社で経理・税務の雑誌を編集していたのですが、「経理や税金の記
事は難しいなあ…」「もう少しビギナー経理でも理解できるようにやさしく解説できない
のかなあ…」と常々疑問に思っていました。そこで税務や社会保険についてビギナーの
経理・税務・総務担当の方でも理解できるよう、できるだけ分かりやすく解説することを
コンセプトに創刊されたのが「月刊経理WOMAN」なのです。創刊当時は、難しい専門
的な知識を分かりやすく執筆いただける税理士・社会保険労務士・弁護士の先生方を
必死に探したものです。そして創刊からあっという間に27年が過ぎましたが、おかげさま
で現在、全国４万人の経理総務ご担当者にご愛読をいただいています。
さて、その「月刊経理WOMAN」２０２３年９月号の特集企画では、「『インボイス制度』の疑問が氷解する１５Ｑ１５Ａ」を掲載
しています。皆さんもご承知のように、いよいよ10月１日からインボイス制度がスタートします。わが国で初めて導入される制度
だけに実務担当者の不安も大きいのではないでしょうか。インボイス制度が導入された背景や制度のしくみについては、いろいろ
なところで取り上げられていますので、皆さんもおおよそのことは理解されていることでしょう。そこで「月刊経理WOMAN」
９月号の特集企画では、インボイス制度の実務についてありがちな疑問を15項目取り上げ、それぞれについての対応等を
分かりやすく解説しました。どれも参考になるＱ＆Ａとなっています。本特集を参考に、10月１日までにインボイス制度の正しい
知識を身に付けておきましょう!!

Ｑ 免税事業者等からの仕入税額控除について経過措置が設けられていると聞きましたが、どんな内容ですか？
Ｑ 消費税の計算方法には割戻し計算と積上げ計算があるそうですが、どう違うのですか？
Ｑ 事務所家賃など口座振替の取引でインボイスが受け取れない場合はどうなりますか？
Ｑ インボイスに関連して消費税の端数処理で気を付けることはありますか？
Ｑ 適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付できるのはどのような場合ですか？
Ｑ 適格請求書と適格簡易請求書はどこが違うのですか？
Ｑ 社員に支給する出張旅費や宿泊費、日当等についての仕入税額
控除はどうなりますか？

Ｑ 取引先から振込手数料が差し引かれて入金された場合の経理
処理はどうなりますか？

Ｑ 発行したインボイス、受け取ったインボイスの記載事項に誤りが
あった場合、どんな対応が必要ですか？　　その他

「インボイス制度」の
疑問が氷解する１５Ｑ１５Ａ
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「インボイス制度」の疑問が氷解する１５Ｑ１５Ａ

令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
「
適
格
請
求
書

等
保
存
方
式
」
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
適
格
請

求
書
等
保
存
方
式
と
は
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
で
す
。
本
誌
で
も
何
度
か
取
り
上

げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
の
で
、
読
者
の
皆
さ
ん

は
、
制
度
の
概
要
の
ご
理
解
は
問
題
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
今
回
は
、
制
度
の
概
要
に
つ

い
て
再
度
お
さ
ら
い
を
す
る
と
と
も
に
、
実

務
で
悩
み
そ
う
な
点
を
確
認
し
て
い
き
ま
し

ょ
う
。

ま
ず
、
適
格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
と

は
、「
売
手
が
買
手
に
対
し
正
確
な
適
用
税

率
や
消
費
税
額
等
を
伝
え
る
た
め
も
の
」
を

い
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
登
録
番
号
、
適

用
税
率
及
び
消
費
税
額
等
な
ど
が
記
載
さ
れ

た
請
求
書
や
納
品
書
な
ど
を
い
い
ま
す
。
手

書
き
で
あ
っ
て
も
Ｏ
Ｋ
で
す
。

こ
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、

消
費
税
率
が
10
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と

に
合
わ
せ
て
軽
減
税
率
８
％
が
導
入
さ
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
消
費
税
率
が
10
％
と
８

％
の
複
数
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
売
手
側

の
適
用
税
率
や
消
費
税
額
等
を
買
手
側
に
伝

え
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
適
格
請
求
書
を
交
付
で
き
る
の

は
、
登
録
を
受
け
た
適
格
請
求
書
発
行
事
業

者
に
限
ら
れ
ま
す
。
適
格
請
求
書
発
行
事
業

者
の
登
録
を
受
け
る
た
め
に
は
、
納
税
地
の

所
轄
税
務
署
長
に
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者

の
登
録
申
請
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
一
般
的
に
は
、
登
録
申
請
書
は
、
顧
問

税
理
士
が
提
出
す
る
こ
と
が
多
い
か
と
思
わ

れ
ま
す
。

読
者
の
皆
さ
ん
は
、
自
分
の
会
社
の
登
録

番
号
等
を
確
認
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

「
国
税
庁
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
公
表
サ

イ
ト
」
で
は
、
法
定
の
公
表
事
項
（
①
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
②

（
法
人
の
場
合
）
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
、
③
登
録
番
号
、
④
登
録
年
月
日
、

⑤
取
消
・
失
効
年
月
日
）
を
確
認
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
は
、
売
手

で
あ
る
登
録
事
業
者
は
、
買
手
で
あ
る
取
引

相
手
か
ら
適
格
請
求
書
を
求
め
ら
れ
た
と
き

に
は
、
適
格
請
求
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
ま
た
、
交
付
を
し
た
適
格
請
求
書
の

写
し
を
保
存
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
買
手
は
、
消
費
税
の
仕
入
税
額
控

除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
、
原
則
と
し
て
、

売
手
で
あ
る
登
録
事
業
者
か
ら
交
付
を
受
け

た
適
格
請
求
書
の
保
存
等
が
必
要
に
な
り
ま

す
。こ

こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
消
費
税
の
仕
入

税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
、
買
手

は
適
格
請
求
書
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
が
、
そ
の
適
格
請
求
書
が
発
行
さ
れ
る

か
ど
う
か
は
、
売
手
側
が
適
格
請
求
書
発
行

事
業
者
と
し
て
登
録
を
受
け
る
か
ど
う
か
の

判
断
次
第
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
対

応
は
、
自
社
が
売
手
の
立
場
に
あ
る
か
、
買

手
の
立
場
に
あ
る
か
に
分
け
て
検
討
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
確
認
を
し
て
い

く
15
Ｑ
15
Ａ
で
も
、
自
社
が
売
手
の
立
場
の

場
合
、
買
手
の
立
場
の
場
合
を
イ
メ
ー
ジ
し

な
が
ら
読
み
進
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。

いよいよ10月1日からインボイス制度がスタートします。わが国で初めて導入される制度だけに実務担当者の不安も大きいのではないでしょうか。インボイス制度が導入された背景や制度のしくみについては本誌でも何度か取り上げてきましたので、皆さんもおおよそのことは理解されていることでしょう。そこで今月の特集企画では、インボイス制度の実務についてありがちな疑問を 15項目取り上げ、それぞれについての対応等を分かりやすく解説します。10月 1日を前にインボイス制度の正しい知識を身に付けておきましょう !!

税理士  伊藤千鶴

 特 集

「インボイス制度」
の疑問が氷解する
15Q15A

保存の方法から特例措置の内容 端数処理までまとめて教えます !! 
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「
月
刊
経
理
Ｗ
Ｏ
Ｍ
Ａ
Ｎ
」２
０
２
３
年
９
月
号
の
内
容
紹
介
で
す
！

税理士法人のむら会計 
代表者　野村篤史

「社会保険料の会社負担」

諦めるのはまた早い !　できる方策を検討してみよう !!

を減らすための
教えます

コノ手
アノ手

99 経理WOMAN　2023年 9 月号

　
「
少
子
化
対
策
」
の
財
源
に
つ
い
て
社
会

保
険
料
の
負
担
増
が
議
論
の
俎
上
に
上
が
っ

て
い
ま
す
。
今
後
、
社
会
保
険
料
が
上
が
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
下
が
る
こ
と
は
な
い
で
し

ょ
う
。
そ
ん
な
な
か
「
少
し
で
も
会
社
負
担

の
社
会
保
険
料
を
減
ら
せ
な
い
だ
ろ
う
か
」

と
経
営
者
が
考
え
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。

た
だ
、
法
人
税
等
の
節
税
の
知
識
は
あ
っ
て

も
、
社
会
保
険
の
節
減
の
方
法
は
い
ま
ひ
と

つ
理
解
で
き
て
い
な
い
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

こ
こ
で
は
「
社
会
保
険
料
の
会
社
負
担
」
を

減
ら
す
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
多
角
的
に
考

察
し
ま
す
。
実
現
可
能
か
ど
う
か
、
社
長
と

経
理
で
検
討
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。　そ

も
そ
も
、
社
会
保
険
料
と
は
何
を
指
す

の
で
し
ょ
う
か
？

　広
く
捉
え
る
と
「
健
康

保
険
、
厚
生
年
金
保
険
、
介
護
保
険
、
雇
用

保
険
、
労
災
保
険
」
の
５
つ
の
社
会
保
険
に

か
か
る
保
険
料
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
社
会

保
険
は
、
保
険
に
入
っ
て
い
る
方
が
怪
我
や

KW9-社会保険.indd   99 2023/07/10   11:32
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
が
懸
念
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
社
員
旅
行
は
、
社
員

間
の
結
束
を
高
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
促
進
す
る
優
れ
た
機
会
で
す
。
仕
事
の
外

で
の
交
流
や
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
通
じ
て
、

チ
ー
ム
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
図
ら
れ
、
社
員
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
向
上
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

　ま
た
別
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
社
員
の
心

身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
図
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
仕
事
か
ら
離
れ
て

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
す
る
こ
と
で
、
ス
ト
レ
ス
を

解
消
し
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。　産

労
総
合
研
究
所
の
調
べ
に
よ
る
と
社
員

旅
行
を
実
施
し
て
い
る
企
業
は
２
０
１
９
年

で
27
・
８
％
。
２
０
０
９
年
で
は
51
・
６
％

で
、
年
々
下
降
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
す
。
た

だ
、
旅
行
会
社
Ｊ
Ｔ
Ｂ
の
サ
イ
ト
に
よ
る
と

60
％
の
企
業
が
社
員
旅
行
を
検
討
し
て
い
る

と
回
答
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
本
稿
で
は
、

今
後
増
加
が
見
込
ま
れ
る
社
員
旅
行
に
関
す

る
税
務
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

福
利
厚
生
費
は
給
与
と
の

境
目
が
曖
昧
？

　社
員
旅
行
に
か
か
る
出
費
は
、「
福
利
厚

生
費
」
に
該
当
し
ま
す
。「
福
利
厚
生
費
」

と
は
、
給
与
や
賞
与
以
外
に
、
会
社
が
役
員

や
従
業
員
の
為
に
支
出
す
る
費
用
の
総
称
で
、

役
員
や
従
業
員
の
生
活
の
質
の
向
上
や
健
康

増
進
、
慰
安
な
ど
を
目
的
と
し
た
も
の
を
い

い
ま
す
。

　福
利
厚
生
費
は
、
社
員
の
採
用
活
動
や
社

員
の
定
着
に
寄
与
し
ま
す
し
、
従
業
員
満
足

度
の
向
上
を
通
じ
て
顧
客
満
足
度
も
向
上
す

る
効
果
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、

給
料
や
賃
金
で
の
支
給
の
場
合
よ
り
、
福
利

厚
生
費
と
し
て
従
業
員
に
還
元
す
る
こ
と
は
、

会
社
に
と
っ
て
も
従
業
員
に
と
っ
て
も
節
税

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　会
社
に
と
っ
て
は
消
費
税
の
節
税
が
図
れ

ま
す
し
、
従
業
員
に
と
っ
て
も
所
得
税
や
住

民
税
の
節
税
に
な
る
か
ら
で
す
。

　こ
の
よ
う
に
積
極
的
に
活
用
し
た
い
福
利

厚
生
費
で
す
が
、
税
務
上
は
給
与
と
の
境
目

が
曖
昧
で
す
。
直
接
、
現
金
で
給
付
し
た
わ

け
で
な
く
て
も
、
会
社
が
負
担
し
た
金
額
が

給
与
課
税
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。
福

利
厚
生
費
が
給
与
課
税
さ
れ
な
い
た
め
に
は
、

次
の
原
則
に
則
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　ひ
と
つ
は
公
平
で
あ
る
こ
と
。
基
本
的
に

全
従
業
員
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
、

そ
う
で
な
い
場
合
で
も
、
あ
ら
か
じ
め
決
め

ら
れ
た
公
平
な
ル
ー
ル
が
存
在
し
、
機
会
が

平
等
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　も
う
一
つ
は
、
金
額
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
。

社
会
的
な
常
識
に
照
ら
し
て
妥
当
で
あ
る
金

額
の
範
囲
内
に
収
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

　福
利
厚
生
費
は
種
類
が
多
岐
に
わ
た
る
の

で
、
給
与
課
税
さ
れ
る
か
ど
う
か
迷
っ
た
時

は
こ
の
原
則
に
従
う
と
良
い
で
し
ょ
う
。
そ

し
て
、
福
利
厚
生
費
は
そ
の
内
容
ご
と
に
具

　
人
手
不
足
で
新
規
採
用
が
難
し
く
な
っ
て

い
る
最
近
は
、
福
利
厚
生
に
力
を
入
れ
る
企

業
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て

社
員
旅
行
の
実
施
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
最
近
は
団
体
行
動
を
嫌
が
る
社
員
も
少

な
く
な
い
た
め
、
行
先
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー

ト
を
取
っ
た
り
、
旅
先
で
の
自
由
時
間
を
増

や
す
な
ど
の
工
夫
を
加
え
て
い
る
ケ
ー
ス
が

多
い
よ
う
で
す
。
こ
の
社
員
旅
行
に
関
し
て

は
、
会
社
が
費
用
を
負
担
す
る
場
合
が
多
く

あ
り
ま
す
が
、
支
給
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
社

員
の
給
与
と
な
る
場
合
も
あ
る
の
で
注
意
が

必
要
で
す
。
こ
こ
で
は
「
社
員
旅
行
」
に
ま

つ
わ
る
税
務
の
留
意
点
に
つ
い
て
解
説
し
ま

す
。　新

型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
分
類
が
５
類
に

変
わ
り
、
旅
行
に
出
か
け
る
方
が
増
え
て
き

ま
し
た
ね
。
久
し
く
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
社
員
旅
行
の
開
催
を
検
討
さ
れ
て
い
る
会

社
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
は
在
宅
勤
務
が
増
え
、

税理士　

木村三恵

にまつわる
税務の留意点

「社員旅行」

福利厚生費とするための要件から上限金額まで

もう一度確認しておきたい

KW8-社員旅行.indd   2-3 2023/06/13   16:31
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2023年9月号のオススメ記事 ❷

人手不足で新規採用が難しくなっている最近は、福利厚生に力を入れる企業が増えています。
そのひとつとして社員旅行の実施が挙げられます。ただし団体行動を嫌がる社員も少なくない
ため、最近の社員旅行では、行先についてアンケートを取ったり、旅先での自由時間を増やす
などの工夫を加えているケースが多いようです。社員旅行に関しては会社が費用を負担する
場合がほとんどですが、支給の仕方によっては社員の給与となる場合もあるので注意が必要
です。ここでは「社員旅行」にまつわる税務の留意点について解説します。

福利厚生費とするための要件から上限金額まで
もう一度確認しておきたい「社員旅行」にまつわる税務の留意点

◎この記事で理解できること…社員旅行を実施することのメリットとは／社員旅行を経費計上するための
条件とは／社員旅行を経費計上するときに注意すること／社員旅行で経費計上できないのはこんなケース
／その他、経理担当者の留意点

「少子化対策」の財源について社会保険料の負担増が議論の俎上に上がっています。今後、
社会保険料が上がることはあっても下がることはないでしょう。そんななか「少しでも会社負担
の社会保険料を減らせないだろうか」と考えるのは当然のことです。ただ、法人税等の節税の
知識はあっても、社会保険の節減の方法はいまひとつ理解できていない人が多いようです。
ここでは「社会保険料の会社負担」を減らすための方策について多角的に考察します。実現
可能かどうか、社長と経理担当者で検討してみてはいかがでしょうか。

諦めるのはまだ早い!　できる方策を検討してみよう!!
「社会保険料の会社負担」を減らすためのアノ手コノ手教えます

◎この記事で理解できること…社会保険料の負担が会社にとって重荷になっている現状について／社会
保険料の会社負担を減らすためのアノ手コノ手／社会保険料の削減にはデメリットもあるということに
ついて／その他、実務担当者・経営者へのアドバイス

る
舞
う
こ
と
」で
す
。
人
は
自
分
に
甘
く
、他

人
に
は
厳
し
く
な
り
や
す
い
も
の
で
す
。
ま

た
自
分
の
こ
と
を
棚
に
あ
げ
て
、
人
の
批
判

や
ア
ラ
探
し
を
す
る
人
も
い
ま
す
。
と
く
に

後
輩
に
対
し
て
は
厳
し
く
な
り
が
ち
で
す
。

　た
と
え
ば
後
輩
が
仕
事
で
ミ
ス
を
し
た
と

き
に
、「
こ
ん
な
失
敗
を
す
る
な
ん
て
考
え
ら

れ
な
い
！
」「
本
当
に
真
剣
に
仕
事
を
し
て
い

る
の
！
？
」
な
ど
と
叱
責
す
る
先
輩
自
身
も
、

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
新
人
時
代
に
は
い
ろ
い

ろ
な
失
敗
を
重
ね
て
い
る
も
の
で
す
。
仕
事

に
関
し
て
い
い
加
減
で
よ
い
と
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
こ
と
は
棚
に
上

げ
て
相
手
に
だ
け
厳
し
い
姿
勢
を
と
る
よ
う

で
は
、
人
間
関
係
が
う
ま
く
い
く
は
ず
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　よ
い
人
間
関
係
を
築
く
た
め
に
は
、
逆
に

自
分
に
は
厳
し
く
、
他
人
に
寛
容
に
振
る
舞

う
姿
勢
が
大
切
で
す
。
そ
の
た
め
、
相
手
を

立
て
る
「
ほ
め
言
葉
」
を
上
手
に
使
っ
て
く

だ
さ
い
。

　こ
れ
は
、む
や
み
に
「
よ
い
し
ょ
」
や
「
ゴ

　た
だ
し
、
簡
単
に
「
あ
の
人
と
は
気
が
合

わ
な
い
」
と
い
っ
て
歩
み
よ
る
の
を
止
め
て

し
ま
っ
て
は
、
人
間
関
係
は
う
ま
く
い
き
ま

せ
ん
。
相
手
を
避
け
る
態
度
が
お
互
い
の
関

係
を
悪
く
し
て
し
ま
い
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ

と
で
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
を
招
い
て
し
ま
う
の

で
す
。

　オ
フ
ィ
ス
の
人
間
関
係
で
躓
か
な
い
た
め

に
大
切
な
の
は
、
あ
る
程
度
の
「
割
切
り
」

を
も
っ
て
相
手
と
つ
き
合
う
こ
と
で
す
。
つ

ま
り
簡
単
に
い
え
ば
「
相
手
の
嫌
う
こ
と
は

写
真
１

経
理
の
仕
事
で
は
他
部
署
の
人
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
に
な
る
場
面
が
多
々

あ
り
ま
す
。
い
つ
も
忙
し
そ
う
に
し
て
い
る

営
業
担
当
者
に
売
上
予
測
の
数
字
を
出
し
て

も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
。
経
費
精
算

に
ル
ー
ズ
な
社
員
に
注
意
を
促
し
た
い
…
。

そ
ん
な
と
き
も
の
を
言
う
の
が
日
ご
ろ
の
人

間
関
係
で
す
。
こ
こ
で
は
「
人
づ
き
合
い
」

で
躓
か
な
い
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
専
門
家
が

ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。
今
日
か
ら
ぜ
ひ
実
践

し
て
み
て
下
さ
い
。

悪
気
が
な
く
て
も
悪
意
に
感
じ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
が
原
因
で
人
間
関
係
が
こ
じ

れ
て
し
ま
う
こ
と
は
少
な
く
な
い
の
で
す
。

　と
は
い
え
人
間
同
士
で
す
か
ら
、
相
性
の

良
し
悪
し
が
あ
る
の
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

あ
な
た
の
会
社
に
も
、
何
と
な
く
話
し
づ
ら

い
、
話
が
噛
み
合
わ
な
い
、
他
の
人
と
は
気

軽
に
話
せ
る
の
に
そ
の
人
と
は
ぎ
く
し
ゃ
く

し
て
し
ま
う
…
そ
ん
な
タ
イ
プ
の
上
司
・
先

輩
や
同
僚
・
後
輩
が
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

し
な
い
」
と
い
う
気
持
ち
で
接
す
る
こ
と
で

す
。
た
と
え
ば
「
同
僚
の
Ａ
さ
ん
は
ど
う
し

て
も
合
わ
な
い
タ
イ
プ
だ
け
ど
、
少
な
く
と

も
彼
女
が
嫌
う
よ
う
な
こ
と
だ
け
は
し
な
い

よ
う
に
し
よ
う
」。こ
の
よ
う
な
心
構
え
で
つ

き
合
う
の
で
す
。

　そ
の
た
め
に
は
、
日
ご
ろ
か
ら
相
手
が
ど

ん
な
こ
と
を
嫌
っ
て
い
る
か
を
把
握
し
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
話
題
を
避
け
て
い
た
と
か
、
噂
話

を
嫌
が
っ
て
い
た
な
ど
、
日
ご
ろ
の
様
子
を

見
て
い
る
と
、
相
手
が
何
を
嫌
っ
て
い
る
か
、

あ
る
程
度
は
分
か
る
で
し
ょ
う
。

　相
手
が
「
嫌
う
こ
と
」
を
し
な
い
よ
う
に

心
掛
け
る
だ
け
で
、
人
間
関
係
で
躓
く
こ
と

は
少
な
く
な
り
ま
す
。

　人
間
関
係
で
躓
か
な
い
た
め
に
は
、
で
き

る
だ
け
「
相
手
を
立
て
、
自
分
は
謙
虚
に
振

キ
ャ
リ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

西
嶋
み
ど
り

　人
間
関
係
で
躓
く
大
き
な
要
素
の
一
つ
と

し
て
、相
手
の
人
間
と
の
相
性
、つ
ま
り
「
合

う
、
合
わ
な
い
」
が
あ
り
ま
す
。
相
性
の
良

い
同
士
で
あ
れ
ば
、
多
少
相
手
が
き
つ
い
冗

談
を
飛
ば
し
て
も
平
気
な
も
の
で
す
。
し
か

し
、
相
性
が
悪
い
相
手
の
言
葉
は
、
た
と
え

「
人
づ
き
合
い
」で

  

躓
か
な
い
た
め
の

　
　

   

つ
の
鉄
則
集

スムーズに仕事を
進めるためには
円滑な人間関係が
不可欠だ !!

相
手
の
嫌
う
こ
と
を

し
て
は
い
け
な
い

鉄
則
❶

相
手
を
ほ
め
れ
ば

人
間
関
係
は
う
ま
く
い
く

鉄
則
❷
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て
も
、
遺
言
者
に
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
、
遺
言
書
の
作
成
の
方
式

は
、
法
律
で
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　ま
た
、
遺
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
と

お
り
に
法
的
な
効
果
が
生
ず
る
事
項
（
相
続

分
の
指
定
、
遺
産
分
割
の
方
法
の
指
定
、
遺

贈
、
遺
言
執
行
者
の
指
定
、
認
知
、
祭
祀
承

継
者
の
指
定
等
）
も
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
を
「
遺
言
事
項
」
と
い
い
ま
す
。

　遺
言
書
に
は
、
遺
言
事
項
以
外
に
も
、
例

え
ば
、
こ
う
い
う
葬
儀
に
し
た
い
、
妻
の
面

Ｑ

　遺
言
書
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い

う
も
の
な
の
で
す
か
？

　「遺
言
書
」
と
は
、
人
が
最
終
的
な
意
思

や
気
持
ち
（
遺
言
）
を
残
す
た
め
に
作
成
す

る
書
類
で
す
。
遺
言
は
、
本
人
（
遺
言
者
）

の
死
亡
に
よ
っ
て
効
力
が
生
じ
ま
す
。
も
し
、

遺
言
書
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
、

遺
言
者
の
真
意
な
ど
に
疑
問
が
あ
っ
た
と
し

　
遺
言
書
は
相
続
に
関
す
る
自
分
の
意
思
を

示
す
た
め
の
書
類
で
す
。
遺
言
書
を
残
す
こ

と
で
、
家
族
や
親
族
内
で
の
遺
産
分
割
の
も

め
ご
と
を
避
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、
生

前
に
お
世
話
に
な
っ
た
相
続
人
以
外
の
人
に

財
産
を
渡
す
こ
と
も
で
き
ま
す
（
こ
れ
を
遺

贈
と
い
い
ま
す
）。
最
近
は
「
お
一
人
様
」

の
女
性
が
増
え
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
遺

言
書
を
用
意
す
る
人
が
増
え
て
い
る
よ
う
で

す
。
こ
こ
で
は
遺
言
書
の
効
力
や
作
成
方
法

な
ど
の
法
律
知
識
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。

倒
を
ち
ゃ
ん
と
み
て
ほ
し
い
、
相
続
人
同
士

仲
良
く
過
ご
し
て
ほ
し
い
、
と
い
っ
た
希
望

や
、
家
族
や
知
人
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
な
ど

も
自
由
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
、
法
的
な
効
果
が
生
じ
な
い
事
項

を
、「
付
言
事
項
」
と
い
い
ま
す
。

Ｑ

　遺
言
書
に
は
い
ろ
い
ろ
な
種
類

が
あ
る
と
聞
い
た
の
で
す
が
？

　遺
言
書
の
種
類
と
し
て
代
表
的
な
も
の
と

し
て
は「
自
筆
証
書
遺
言
」「
公
正
証
書
遺
言
」

「
秘
密
証
書
遺
言
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
確
認
し
、

自
分
に
と
っ
て
適
し
た
方
法
で
作
成
す
る
の

が
よ
い
で
し
ょ
う
。

・
自
筆
証
書
遺
言

　「自
筆
証
書
遺
言
」
と
は
、
遺
言
者
が
遺

言
書
本
文
を
自
書
し
て
作
成
す
る
遺
言
書
の

こ
と
で
す
。
世
の
中
の
多
く
の
遺
言
書
は
こ

の
形
式
で
す
。

　自
筆
証
書
遺
言
は
、
作
成
の
形
式
が
法
律

に
よ
っ
て
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ

に
反
し
た
場
合
は
無
効
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
「
自
筆
証
書
に
よ
っ
て
遺
言
を

す
る
に
は
、
遺
言
者
が
、
そ
の
全
文
、
日
付

及
び
氏
名
を
自
書
し
、
こ
れ
に
印
を
押
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

（
つ
ま
り
、
本
文
と
日
付
を
ワ
ー
プ
ロ
で
作

成
し
て
末
尾
に
署
名
す
る
方
法
で
は
無
効
に

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
）。

　自
筆
証
書
遺
言（
及
び
秘
密
証
書
遺
言
）は
、

見
つ
け
て
も
勝
手
に
開
封
し
て
は
い
け
ま
せ

ん
（
勝
手
に
開
封
す
る
と
罰
金
が
科
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
）。
開
封
に
は
、
相
続

人
立
ち
会
い
の
も
と
で
遺
言
の
内
容
を
明
確

に
し
て
偽
造
を
防
止
し
、
か
つ
相
続
人
に
遺

言
の
存
在
と
内
容
を
知
ら
せ
る
た
め
の
「
検

認
」
と
い
う
手
続
き
を
経
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。　し

た
が
っ
て
、
自
筆
証
書
遺
言
を
見
つ
け

た
と
き
に
は
、
封
を
し
た
ま
ま
の
状
態
で
家

庭
裁
判
所
に
「
検
認
」
を
申
し
立
て
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　か
つ
て
は
、
自
筆
証
書
遺
言
は
自
宅
で
保

管
す
る
方
が
大
半
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
遺

言
書
の
紛
失
、
相
続
人
な
ど
に
よ
る
遺
言
書

の
隠
匿
や
変
造
・
破
棄
や
遺
言
書
を
発
見
し

て
も
ら
え
な
い
な
ど
の
問
題
が
あ
っ
た
た
め
、

令
和
２
年
７
月
か
ら
、
法
務
局
が
遺
言
書
の

原
本
を
保
管
し
て
く
れ
る
制
度
（
遺
言
書
保

管
制
度
）
が
始
ま
り
ま
し
た
。
遺
言
書
保
管

制
度
を
利
用
す
れ
ば
、
検
認
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

　と
は
い
え
、
や
は
り
自
筆
証
書
遺
言
は
第

三
者
に
よ
る
内
容
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
て
い

ま
せ
ん
か
ら
、
形
式
の
不
備
に
よ
っ
て
無
効

に
な
る
リ
ス
ク
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
せ
っ

か
く
遺
言
書
を
作
成
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
自

分
の
意
思
を
確
実
に
実
現
で
き
る
内
容
の
遺

言
を
残
す
こ
と
を
第
一
に
考
え
て
、
次
の
公

正
証
書
遺
言
を
作
成
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し

ま
す
。

弁
護
士

　土
井 

真
由
美

「
遺
言
書
」に

Ｑ
＆
Ａ

ま
つ
わ
る
法
律
知
識
が

理
解
で
き
る

作
成
し
た
ほ
う
が

よ
い
ケ
ー
ス
か
ら

公
証
役
場
の

使
い
方
ま
で

「
お
一
人
様
」
の

あ
な
た
も

無
関
心
で
は

い
ら
れ
な
い
？
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遺言書は相続に関する自分の意思を示すための書類です。遺言書を残すことで、家族や親族内
での遺産分割のもめごとを避けることもできますし、生前にお世話になった相続人以外の人に
財産を渡すこともできます(これを遺贈といいます)。最近は「お一人様」の女性が多くなって
いることもあって、遺言書を用意する人が増えているようです。ここでは遺言書の効力や作成
方法などの法律知識をアドバイスします。

「お一人様」のあなたも無関心ではいられない？
作成したほうがよいケースから公証役場の使い方まで
「遺言書」にまつわる法律知識が理解できるＱ＆Ａ

◎この記事で理解できること…遺言書とはそもそもどういうものか／遺言書を残すことでどんなメリットが
あるのか／遺言書にはいろいろ種類があるということについて／遺言書を作成しておいたほうがよいケース
／遺言書を残すにあたっての注意点／その他

経理の仕事では、他部署の人とのコミュニケーションが必要になる場面が多々あります。いつも
忙しそうにしている営業担当者に売上予測の数字を出してもらわなければならない…。経費
精算にルーズな社員に注意を促したい…。そんなときものを言うのが、日ごろの人間関係です。
ここでは「人づき合い」で躓かないためのポイントを専門家がアドバイスします。今日からぜひ実
践してみてください。

スムーズに仕事を進めるためには円滑な人間関係が不可欠だ!!
「人づき合い」で躓かないための５つの鉄則集

◎この記事で理解できること…鉄則１ 相手の嫌うことをしてはいけない／鉄則２ 相手をほめれば人間
関係はうまくいく／鉄則３ 短所よりも長所に目を向ける／鉄則４本人の嫌がることを話題にしてはいけ
ない／鉄則５プラスの言葉で対応しよう／その他



「月刊経理WOMAN」の最大の特長は「難しい専門知識をビギナーの実務
担当者にも理解できるように解説している」ところにあります。執筆者の先生
のなかには、やたらに難解な表現で原稿を書いてくる方もいるのですが、
当然、そのまま掲載することはしません。何度も書き直しをお願いして、これ
なら「月刊経理WOMAN」に掲載してもＯＫという内容にならない限り記事を
掲載しません。そんな「月刊経理WOMAN」ですが、ほかにも以下のような
オススメポイントがあります。

経理税務だけでなく
社会保険・総務・人事関連の企画も
豊富に掲載しています！
本誌は中小企業の経理ご担当者を意識して企画編集して
います。皆さんもご存知のとおり中小企業の経理ご担当
者は、経理の仕事だけをやって
いるわけではありません。多くの
場合、社会保険事務から給与
計算、採用関係、場合によっては
登記手続きまで幅広い仕事を
こなしています。本誌では、経理・
税務だけでなく社会保険や労務
関係、そしてビジネスマナーまで
幅広く記事を掲載しています。

冒頭の連載記事「今月の事務」では、
毎月の法定事務や
税制改正情報などを掲載しています！
本誌の巻頭には、連載企画として「今月の事務」が掲載
されています。本連載では税理士と社会保険労務士が
毎月の法定事務や、その他気
をつけたい事務手続きにつ
いて分かりやすく解説してい
ます。また、そのときどきで押
さえておきたい法改正情報も、
その都度取り上げてご紹介し
ています。毎月の事務の指針
としてご活用ください。

毎年12月号には別冊付録として
「年末調整まるかじり」が付いています！
経理ご担当者にとって最大の“イベント”が年末調整です。
令和４年の年末調整ではそれほど大幅な改正はありません
でしたが、令和５年分から適用される、非居住者である
扶養親族にかかる扶養控除の範囲の変更や住宅ローン
控除の改正等には留意が必要です。
本誌には毎年１２月号に特別付録
として「年末調整まるかじり」が
付いています。本付録では、年末
調整の基本知識からその年の
改正ポイントまでをビギナーにも
分かるようにレクチャーします。
ぜひお役立てください！

お堅いだけの雑誌ではありません。
楽しく読める記事も掲載しています！
経理や税務の雑誌というとお堅いイメージがあります
よね。でも「月刊経理WOMAN」は違います！ 有名人に
お金にまつわるエピソードや信念などを語ってもらう
「わたしの金銭哲学」は、本誌独自のインタビュー記事
です。毎号、スポーツ選手やタレ
ントなど有名人がお金にまつわる
失敗談等を披露します。
ほかにも、映画情報や書籍情報
などを掲載。また巻末の投稿欄
「経理WOMANの井戸端会議
室」も同じ経理担当の立場として
共感できる内容になっています。

「月刊経理WOMAN」の
　　ここがオススメです!!
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ど
ん
底
か
ら
俳
優
の
道
へ

　将
来
は
プ
ロ
野
球
選
手
に
な
る
、
子
供
の
頃
そ
う
夢

見
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
僕
に
父
は
一
流
の
野
球
道
具

を
買
っ
て
く
れ
た
。
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。
父
は
１
級

建
築
士
と
し
て
建
設
会
社
に
勤
務
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

で
し
た
。
当
時
一
般
家
庭
で
は
ま
だ
珍
し
か
っ
た
カ
ラ

ー
テ
レ
ビ
や
ク
ー
ラ
ー
が
家
に
あ
っ
た
り
、
美
術
館
や

映
画
館
に
も
よ
く
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
か
ら
比
較

的
裕
福
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
小
遣
い

は
く
れ
な
い
ん
で
す
よ
。
仕
方
な
く
小
学
生
で
ち
り
紙

交
換
や
廃
品
回
収
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
小
遣
い
稼
ぎ

を
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
母
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
血
を

ひ
く
非
常
に
教
育
熱
心
な
人
。
幼
稚
園
の
頃
か
ら
バ
イ

オ
リ
ン
や
習
字
な
ど
を
習
わ
せ
ら
れ
た
り
、
英
語
の
家

庭
教
師
が
つ
い
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　家
庭
が
崩
壊
し
始
め
た
の
は
、
母
が
ア
イ
ヌ
の
権
利

獲
得
運
動
な
ど
に
傾
倒
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
頃
で

す
。
家
に
い
な
い
の
は
日
常
茶
飯
事
で
、
父
も
単
身
赴

任
生
活
が
長
く
な
り
帰
っ
て
く
る
の
は
月
１
回
程
度
。

お
ま
け
に
母
は
困
っ
て
い
る
人
を
放
っ
て
お
け
ず
生
活

ふせえり
●ふせ　えり
1962年8月15日生まれ。東京都出身。錦野旦氏の
付き人、菅原文太氏の弟子を経て俳優デビュー。
美輪明宏氏、渡辺えり氏の下で役者修行の末、
現在はドラマ、映画、舞台、バラエティーと幅
広く活躍。映画『20世紀少年』、『座頭市 THE 
LAST』、『キングダム』、TV『大河ドラマ 新選
組!』（NHK）、『半沢直樹』（TBS）、『逃げるは
恥だが役に立つ』（TBS）、『わたしのお嫁くん』
（CX）、舞台『迷惑な季節』、『喜劇　老後の資金
がありません』など、話題作品に多数出演。舞
台『永遠ノ矢＝トワノアイ』では作・演出を務め、
2022年劇場版も公開。2023年7月28日（金）～8
月13日（日）、明治座公演『隠し砦の三悪人』に
出演。自身の体験談を通して、人権・青少年問
題をテーマに官公庁、自治体、警察署、学校な
ど全国各地で講演活動も繰り広げている。
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編集部には、
毎月、読者の皆さんからの
熱いメッセージが届きます。本誌に対する感想や「あの記事が役に立った」

「こんな企画を取り上げて」といった内容も多く、
読者の皆さんには感謝あるのみです！！　

今年も年末調整の時期がやってきました。令和４年の
年末調整ではそれほど大幅な改正はありませんが、非
居住者である扶養親族にかかる扶養控除の範囲の変
更や住宅ローン控除の見直し等には留意が必要で
す。また、今年の年末調整から、例年送付されて
いた「年末調整のしかた」「給与所得の源泉徴収
票等の法定調書の作成と提出の手引き」等に代
わって、年末調整のお知らせのリーフレット
が届きます。本付録では年末調整の基本知識
から今年の改正ポイントまでをビギナーに
も分かるようにレクチャーします。ぜひお
役立てください！

 年末調整
まるかじり

月刊
経理W O M A N 特別付録

令和

4
年版

監修／税理士　伊藤千鶴

年末調整がよくわかる！
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0078-6010-3246
～2023/01/31

【修正日】 2022/08/26_09:55　       【出力日】 2022/08/26_09:59

【修正日】 2022/09/16_17:11　       【出力日】 2022/09/16_17:14

0078-6010-3225
～2022/12/31

【修正日】 2022/07/28_09:57　       【出力日】 2022/07/28_10:00

【修正日】 2022/07/27_10:09　       【出力日】 2022/07/28_10:11

0078-6010-3222
～2022/11/30

【修正日】 2022/07/27_10:05　       【出力日】 2022/07/27_10:09

【修正日】 2022/07/27_10:09　       【出力日】 2022/07/27_10:12

0078-6010-3210
～2022/10/31

【修正日】 2022/06/09_11:31　       【出力日】 2022/06/09_11:34

【修正日】 2022/06/09_11:37　       【出力日】 2022/06/09_11:39

0078-6010-3198
～2022/09/30

【修正日】 2022/04/28_14:29　       【出力日】 2022/04/28_14:34

【修正日】 2022/04/28_14:38　       【出力日】 2022/04/28_14:42

0078-6010-3189
～2022/08/31

【修正日】 2022/03/31_19:59　       【出力日】 2022/03/31_20:00

【修正日】 2022/04/11_17:57　       【出力日】 2022/04/11_17:59 【修正日】 2022/03/23_13:28　       【出力日】 2022/03/23_13:31 【修正日】 2022/02/15_14:53　       【出力日】 2022/02/15_14:57

【修正日】 2022/01/31_11:09　       【出力日】 2022/01/31_11:12 　　 【修正日】 2021/12/01_11:32　       【出力日】 2021/12/01_11:34 【修正日】 2021/10/29_19:39　       【出力日】 2021/10/29_19:40

2022年11月号
いますぐ着手すべき「就業
規則」の見直しポイント

2022年10月号
最新版「税務調査」にみ
るみる強くなる19Ｑ19Ａ

2022年09月号
「福利厚生費」の税務に
強くなる３時間セミナー」

2022年08月号
どこよりも分かりやすい
「改正電子帳簿保存法」
まるかじり

2022年06月号
「中小会計要領」のことが
理解できる３時間セミナー

2022年05月号
「役員退職金」の税務が
すらすら理解できるＱ＆Ａ

2022年04月号
焦付きを出さないための「売
掛金管理・回収」虎の巻

2022年07月号
もう一度おさらいしておき
たい「棚卸資産」の税務
知識

2022年03月号
「得する助成金・補助金」
活用マニュアル

2022年02月号
これで万全！！「決算準備」
のことがまるごと分かるセ
ミナー

2022年01月号
消費税「インボイス制度」
の疑問にまるごと答えるＱ
＆Ａ

2021年12月号
固定費の「たな卸」─ズバ
リここが着眼点だ !!

0120-458934電話

WEB
0120-458937FAX

お申込みは以下のいずれかの方法でどうぞ！

https://www.kens-p.co.jp
＊1部 980 円（税・送料込）です。　＊在庫の有無、掲載記事の詳細は弊社ホームページをご覧ください。
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【修正日】 2022/10/17_10:20　       【出力日】 2022/10/17_10:24



株式会社研修出版の創業は平成元年。設立から３５年が経過します。
創業以来、実務書の出版社として「仕事に役立つ情報をどこよりも
分かりやすく発信し、広く社会に貢献する」ことをポリシーとしてき
ました。今回ご紹介する「月刊経理WOMAN」は１９９６年の創刊です。
「難しい実務知識を、難しく解説するのは誰でもできる」「難しい実務
知識を、どこよりも分かりやすく解説するのが本誌の務め」というのが
創刊以来の編集ポリシーです。編集スタッフの合言葉は「営々黙々
花が咲こうと咲くまいと」。これからも皆さまのお役に立てる雑誌作りに
邁進していきます！

経理・税務の知識を身に付けたい人には絶対オススメの月刊誌。
はじめまして。税理士の伊藤俊一です。「月刊経理WOMAN」さんとの付き合いは、編集部から原稿依頼を受けた8年前にスタートしました。
そのときは「雇用促進税制」について執筆を依頼されたのですが、編集の方の依頼内容がとても細かくてびっくりしたのを覚えています。
私は他の税務関係の雑誌にもときどき記事を執筆しているのですが、だいたいは執筆依頼書を送ってきて、そこに
書かれている項目に沿って執筆すればＯＫで、とくに細かく注文されることはありません。税務の記事は難解なのが
当然という意識もあるのかもしれません。しかし、「月刊経理WOMAN」さんの場合は編集者の方が事務所まで来ら
れて、雑誌のコンセプトや想定している読者対象などについて詳しく説明され、「難しい表現は避けてください。ビギ
ナー経理にも理解できるように解説してください」と念を押されました。そして出来上がった原稿についても「ここが
分かりにくいので書き直しを…」とゲラ刷りの段階でのやりとりが何度も続きました。面倒だなあ…という気持ちの
反面、読者のことをとても大切にしている雑誌だなあと好感を持ちました。それ以来、本誌では「相続税法の改正」
や「税務調査関連」の原稿を執筆しましたが、編集部に鍛えられて（笑）、文章力も身に付いたように思います。
経理・税務の知識を分かりやすく解説してくれる書籍を探していらっしゃる方には絶対オススメの月刊誌です。 税理士 伊藤俊一

幅広い実務知識を勉強できる良質の月刊誌。
「月刊経理WOMAN」さんには何度か記事を書かせていただいています。最初は社会保険の手続きについて解説した
と思いますが、「経理」の専門誌なのに社会保険の記事を掲載するの？と疑問に思ったものです。その疑問も、最初に
編集者の方と打ち合わせをして説明を受けたことで納得しました。その女性編集者の説明は以下のとおりでした。
本誌は中小企業の初級の経理担当者を対象にしていること。中小企業では多くの場合、大企業のように経理部門が
独立しているわけではないこと。経理といっても人事・総務的な仕事や採用関連まで幅広く担当しているケースが
多いこと……。たしかにいただいた本誌に目を通してみると経理や税務の記事だけでなく、社会保険から採用関連、
取締役議事録の作成方法、登記簿謄本の読み方まで、内容がじつに幅広い。なるほど、これならオールラウンド
プレーヤー的な立場の中小企業の実務担当者にはぴったりだなあと得心しました。本誌で幅広い実務の基本知識
を身に付けて、もっと専門的に知りたい、深い知識を身に付けたいという場合は、顧問税理士や社会保険労務士の
先生にアドバイスを受ければよいのではないでしょうか。幅広い実務知識を勉強できる良質の月刊誌だと思います。

社会保険労務士
笹島敏邦

私にとってはかけがえのない愛読誌です。
経理歴10年以上になりますが、毎月の仕事にいつも参考にさせていただいています。経理課に配属された当初から
購読していますが、最新の税制に関する情報から、初心者向けの記事まで、内容が多岐にわたって分かりやすく解説
されているので、とても読みやすく理解しやすいです。とくに「仕訳ワンポイントレッスン」や「初心者Ｅ子の実務レッスン
講座」は、日頃当たり前に行なっている業務を改めて考える機会になり、毎回新たな発見があります。また、本誌の冒頭
の連載企画である「今月の事務チェックポイント」は、毎月雑誌が届くとまず最初に目を通す記事です。というのも当月
にやるべき経理・税務・社会保険・労務の法定事務の内容や手続きの仕方が分かりやすく解説されているからで
す。「経理WOMAN」と女性向けのタイトルですが、部署内で回覧し男性も読んでいます。その他、映画の紹介（今月の
シネマ　決めうちこの１本）や書籍紹介（お気に入りのこの１冊）、読者投稿（経理WOMANの井戸端会議室）なども
息抜きにぴったりです。経理スキルの浅かった私にとって、現在はかけがえのない愛読誌となっています。 株式会社北川商事 経理課

清田　寧

研修出版はこんな会社です!
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【修正日】 2023/07/04_14:19　       【出力日】 2023/07/04_14:21



＊ご希望の号に□印をお付けください。１部980円（税・送料込）です。
＊詳細や他の号の内容はホームページでご確認いただけます。

受付時間：10時～15時（祝日を除く月曜～金曜）
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お申込者ご住所

ご自宅・ご勤務先 ※どちらかに○印をお付けください。

会社名・部署名

安心１　お支払いは月刊誌が届いてからの後払いです。　
安心２　中途解約も可能です。
　　　　その場合は精算のうえ、ご返金申し上げます。

□１年（12冊)・・・・・・・・・・　11,100円（税・送料込／１冊当たり925円）
□２年（24冊)・・・・・・・・・・　19,980円（税・送料込／１冊当たり833円）
□３年（36冊)・・・・・・・・・・　25,600円（税・送料込／１冊当たり712円）

□ 2022年7月号
もう一度おさらいして
おきたい「棚卸資産」の
税務知識

□ 2022年9月号
「福利厚生費」の税務に
強くなる３時間セミナー

□ 2022年10月号
最新版「税務調査」に
みるみる強くなる
１９Ｑ１９Ａ

□ 2022年11月号
いますぐ着手すべき
「就業規則」の見直し
ポイント

□ 2022年12月号
決算３カ月前にできる
「節税対策」あの手この手

□ 2023年3月号
貸借対照表（B/S）から
読み解く財務改善
７つのヒント

□ 2023年4月号
中小企業のための
「資金調達」の教科書

□ 2023年5月号
「パワハラ・セクハラ」
トラブル回避のための
完全マニュアル

□ 2023年6月号
「決算書を読むチカラ」が
身に付くセミナー

□ 2023年7月号
「改正電子帳簿保存法」－
中小企業の実務対応Ｑ＆Ａ

□ 2023年8月号
儲けにつながる
「経営計画書」の
つくり方＆活かし方

□ 2022年6月号
「中小会計要領」のことが
理解できる３時間セミナー


